
８　法  人  の  事  業  税

（1）事業税額等に関する調

(注）
1 　この調は，当年度において確定したものについて作成した。

　現事業年度分及び過事業年度分の区分は，次による（以下，法人の事業税関係において同じ。）。

（イ）現事業年度分

（ロ）過事業年度分

　　（イ）の現事業年度分以前の事業年度分。
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　　平成２３年２月１日から平成２４年１月３１日までの間に終了する事業年度分。なお，同日後に終了する事業年度分で平成２４年３
月３１日までに申告書の提出があり，当年度において調定したものについては，当該事業年度分に含む。

20,521,495

-

-

40,544

4,825

380

426,962

北部

145,719

仙台北

8063,592

4

64 20,651

塩釜

6,560

収入金額課税分　Ｉ

合計（H＋Ｉ+Ｊ） 47,903

計　

他県本店分

県内法人

本県本店分

186,978

外形対象法人分　　Ｊ 4,289

所
得
課
税
分

（
外
形
対
象
法
人
分
を
除
く

）

　特　別　法　人　　　　　　　

　公　益　法　人　等　　　　　

　人格なき社団等　　　　　　

所得課税分計（A+B+C+D+E+F+G）Ｈ

普
通
法
人

分割法人

　特　定　信　託　　　　　　　

　清　算　法　人　　　　　　　

B

確定申告の
あったもの

大河原

8

8,612,373

1,515 2

89,434C 1,863,905

94,866

83 -

Ｇ - -

-

792

1,190,655

3,677,929

3,056,942

7,925,526

21,465,123

64,344,268

65,493,884

151,303,275

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現　　　　　　事　　　　　　業　　　　　　年
左の確定額に対応する前
年度分の中間申告額

税　　　額

所得（収入）金額 左のう
ち決定
したもの

税　　額

③①

税　　額

②

計　 A

67,364

区    分 事業年度数

確　　　　定　　　　額

左のうち決
定したもの

確定申告の
あったもの

1,358

483,391

2,289,850

882,049

本県本店分

他県本店分

県内法人

2,241,750

187

43,531

-

1,372

6,240

32,067

16,572,387 810,025

229

338

-

3,087,842

12,440,230

6,540,887 431,271

-

-

6,126

--

16,287

-

160

3,829

1,027,638

39,679

41

43 15

-

31

2 552,240

-

-14,397,936

- -

-

4

-

838,717

-

-

-

-

-

1,652

-

-

8 654

50

-

-

988,566

2,391,454

-

-

2,540

4,916

-

54

54

-4,136,013

33,269,881

-

-

265 3,313 8,491,747

168,498,699

540,667,834 1,793,827

4,980 2,412,105

-

53 17 1,729

- - -

3

確定申告及び決定の
ない中間申告額
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　現事業年度分の①及び「所得（収入）金額」は，当年度において確定した税額（確定申告，修正申告，更正又は決定後の最終税額
をいい，減免があった場合には減免後の税額をいう。）又はこれに対応する所得（収入）金額を記載した。

　「事業年度数」は，１年，６か月等の事業年度区分にかかわらず，それぞれの事業年度ごとに１件として計上したが，確定申告，修正
申告，更正又は決定の処理がなされたものについては，その最終の段階で１件とした。
　なお，欠損法人等納付すべき税額がないものについても計上した。
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　「清算法人」の予納分は，中間申告と同様の取扱いにより記載した。

-

　「当年度に発生した歳出還付額」は，実際に還付したか否かを問わず，還付が確定した額を記載したが，⑥の金額は含めて
いない。

　「確定申告が翌年度になる見込納付額」は，会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しな
いため，法第７２条の２５第３項の規定によりその納期限が延長された法人が，見込納付を行った場合の額を記載した。

338,786
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　「中間納付額の歳出還付額」は，実際に還付したか否かを問わず，還付が確定した額を記載した。

　「過事業年度分」の「所得（収入）金額」は，修正申告又は更正によるものは調定額に対応する金額を記載したが，前年度中
に中間申告し，同年度中に確定申告すべき場合において，当年度に期限後申告された等で当年度調定となったものは，確定
事業税額から中間納付額を控除した金額を記載した。
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